令和７年度　　大津町子ども・子育て会議　議事録

■開催日時　　　令和８年２月２０日（金）１４：００～
■会場　　　　　大津町役場２階　町民協働ルーム
■出席委員　　　内田委員（会長）　関委員（副会長）　大村委員　備海委員　
坂本委員　田川委員　太田委員　江口委員　堀委員　益田委員　
後藤委員　　　　　　　　　　
■欠席委員　　　髙山委員　村田委員　磯野委員　
■傍聴者　　　　なし
■事務局　　　　大隈健康福祉部長　　伊東子育て支援課長　　
宮内子ども家庭センター副センター長　埋田入園支援係長　　
中原子育て支援係長　　桐原入園支援係主事　　
上田健康保険課母子保健係長
■次第	１　開会
２　議題
　【資料１】【資料２】
（１）幼児教育・保育施設（保育所・認定こども園）の利用定員変更　 
（２）こども誰でも通園制度の実施事業所の認可・確認
（３）大津町子ども計画の変更
　　①乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）の見直し
　　②一時預かり事業（一般型）の見直し
　　③教育・保育の確保方策の見直し
３　閉会













■議題
（１）幼児教育・保育施設（保育所・認定こども園）の利用定員変更
【資料１】
〔委員〕定員変更について、園の運営の観点から、実態に合わせたスムーズな定員変更をお願いしたい。また、定員に余裕が出るのであれば、町外からの入園や、転出後も継続して通えるような広域入所要件の柔軟な対応を検討してほしい。
〔町〕各園としっかり協議し、子どもたちの環境を第一に考えて進めていきたい。

〔委員〕「スムーズな変更」とは具体的にどのようなスケジュールを指すのか。また、定員の見込みはいつ頃確定するのか。
〔委員〕「スムーズな変更」とは、実績値ではなく「見込値」で柔軟に定員を下げてもらいたいという意味。国の方針では、現状に合わせた変更が求められているが、定員を下げると単価が上がり、市町村の財政負担が増えるため、調整が困難な市町村が多い。赤字を避けるためにも、実績値ではなく見込値での定員変更を進めていただきたい。
〔町〕基本的には、この会議で承認を得る形だが、園の準備や運営にも関わる部分であるため、意向があれば早めの相談を受けていきたい。

・その他意見なし


（２）こども誰でも通園制度の実施事業所の認可・確認
【資料１】
〔委員〕各園の定員を合計しても資料記載の２９名にならないようだが、この数字の根拠は何か。
〔町〕各園が設定した定員、実施日数、時間を全て合わせ、国が定める標準的な利用時間（１７６時間）で割った「枠」の数である。当初計画の１６名よりも多くの施設が、空き枠を活用し申請しているため、２９名となっている。

〔委員〕利用料（３００円）や、給食費の支払いは、国のシステム上（クレジットカード等）でできるのか、それとも現金か。
〔町〕現時点でシステム上での決済機能はなく、各園の既存の徴収方法（当日現金や月まとめなど）に従う形。システムは主に、予約管理と、町から施設への給付費支払いに関する事務に活用予定。

〔委員〕システムを使えば、月１０時間の制限内で「複数園の利用」は可能なのか。
〔町〕可能である。どの園を利用するかは利用者の自由であり、システムで時間数を加算管理できるため、複数の園を試すことも制度上は可能。ただし、安全確保のため、利用する各園での「事前の面談」が必須となる。各園としても自由利用ではなく、定期利用を希望されている。自由利用の場合、園が変わるごとに面談が必要であるため、保護者負担は増える。

〔委員〕保護者負担だけでなく、園の負担もあるがどのように考えるか。
〔町〕事業者に対しては、今回の会議の結果を踏まえ、認可・確認作業を進めると同時に、事業実施の注意点や、システム利用の注意点などを示していく。説明会は３月に行う予定。

〔委員〕妊娠中や、子育て中の保護者にどのように情報を届けるのか。
〔町〕広報誌や、ホームページに加え、３月から導入予定の母子健康手帳アプリや町公式LINEでのプッシュ通知を活用する。検診センターでも案内を行う。

〔委員〕具体的な利用までの流れはどのようになるのか。面談の調整もシステムで行うのか。
〔町〕まず、町へ利用申請を行い（オンライン又は窓口）、認定を受ける。その後、「面談予約・調整」は、システム外で行う必要がある。園との面談を経て受け入れが可能となった後に、具体的な利用日時をシステムで予約する流れとなる。

〔委員〕この議題において、委員にはどのような判断が求められているのか。
〔町〕実施事業者が安定した運営を行えるか、また計画通りの枠が確保できているかという視点で意見をいただきたい。

・その他意見なし


（３）大津町こども計画（子ども・子育て支援事業計画）の変更について
【資料１】【資料２】
〔委員〕修正箇所はどのように反映させるのか。
〔町〕ホームページは更新し、配布済みの冊子については修正シートの差込などで対応する。

〔委員〕乳児等通園支援事業の確保量が「２９名」と説明されていたが、計画案が１６名のままなのはなぜか。
〔町〕記載漏れであり、実態に合わせて「２９名」に修正する。

〔委員〕実施か所を選らすのはコスト削減が目的か。
〔町〕委託料は利用人数に関わらず発生する固定費であるため、利用実績が極めて少ない園への委託を見直し、ニーズの高い園へ集約することで財政面での見直しを図っている。

〔委員〕LED化などの施設整備補助は、学童保育なども対象となるのか。
〔町〕計画に明記することで国の補助活用の根拠とする。学童についても、必要性を確認し検討する。

・その他意見なし

